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新規学校卒業予定者等を対象とした求人要請行動について 

～ 本年度も学生・生徒等の就職活動を支援するため、「より早く、 

学生等のニーズに応じた求人の確保」を目指します ～ 
 

島根県においては、若年者の県外流出や少子・高齢化による人口減少が続いており、企業における将来

にわたる技能継承や地域の活力を今後も維持していくためには、若年者の「県内就職」と「職場定着」を

確実に推進していくことが、極めて重要と考えております。 

こうしたことから、平成30年５月10日には、島根県知事、島根県教育長、中国経済産業局長及び島根

労働局長の４者による島根県経済４団体への求人要請を行います。 

また、島根労働局では、下記のとおり島根新卒者等人材確保推進本部会議の開催をはじめ、関係機関が

一体となって、県内商工団体への求人要請行動を行います。 
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○ 島根県経済４団体への新規学校卒業予定者等の求人要請 

１ 日 時 平成３０年５月１０日（木）午後４時００分から 

２ 場 所 松江商工会議所 会頭室 

３ 実施者 島根県知事、島根県教育長、中国経済産業局長、島根労働局長 

４ 内 容 島根県経済４団体（一般社団法人島根県経営者協会、島根県中小企業団体中央会、島根県

商工会議所連合会及び島根県商工会連合会）の長に対し、要請書を手交し、新規学校卒業

予定者等の求人要請を行います。 

 

 

○ 島根新卒者等人材確保推進本部会議の開催 

１ 開催日 平成３０年５月７日（月）午後１時３０分から 

２ 場 所 松江地方合同庁舎５階 共用第４会議室 

３ 内 容 新規学校卒業予定者等の就職支援等について、産業界、労働界、学校関係者及び地方公共

団体等と連携を図り取り組むため、関係機関と協議します。 

 

 

○ 県内商工団体への一斉求人要請行動 

１ 要請日 平成３０年５月２１日（月）から平成３０年５月３１日（木）まで 

２ 対 象 島根県内の商工会議所及び商工会（２９団体） 

３ 実施者 ハローワーク、島根労働局、島根県、学校関係者 

 


